
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市総合福祉センターの健康増進施設（男女両施設）について設備老朽化に伴う修繕工

事を実施するため、下記のとおり臨時休業といたします。 

 

記 

 

 

 

臨時休業日  ：  令和 7年 10 月 21 日（火）終日 

休 業 施 設  ：  健康増進施設（入浴施設） 

 

※健康増進施設（入浴施設）以外の施設は平常通り営業しております。 

 

 

 

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 健康福祉部 社会福祉課 

令和 7年（2025 年）9月 22 日 

諏訪市総合福祉センター健康増進施設（入浴施設） 臨時休業について 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 健康福祉部 

社会福祉課 社会係 

（担当）北原 貫汰 

電 話  0266-52-4141（内線 231) 

ＦＡＸ 0266-53-6073 

メール  shafuku@city.suwa.lg.jp 

令和 7年 10 月 21 日（火） 

諏訪市総合福祉センター健康増進施設（入浴施設）臨時休業のお知らせ 

諏訪市 HP ⇒⇒⇒ https://www.city.suwa.lg.jp 


